
天神二丁目南ブロック（明治通り沿道）

面 積 約 １．１ha 

地

区

整

備

計

画

地区施設の 
配置及び規模 

その他の 
公共空地 

名 称 幅員 延長 摘 要 

歩行者用通路３号 ３ｍ 約４０ｍ 地上部 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の用途
の制限 

建築をしてはならない建築物は、次に掲げるものとする。 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項及び第６項
に掲げる用途に供する建築物 

２ 建築物の最上階及びその直下階以外の部分を建築基準法別表第２(い)項第１

号から第３号までに掲げる用途に供する建築物 

３ 建築基準法別表第２（へ）項第２号に掲げる工場 
４ 建築基準法別表第２（と）項第３号に掲げる工場 

なお、建築物の低層部には、都心部の機能強化に資する集客・交流・創造等の機能
を担い、沿道のにぎわい創出に資する用途の導入に努めるものとする。 

建築物の 
容積率の 
最高限度 

１ 建築物の容積率の最高限度は、１０分の９０とする。 

２ 地区計画の区域の整備・開発及び保全に関する方針の誘導方針（努力項目）に該
当する整備を行う建築物で、かつ、都心部の機能強化と魅力づくりに資する建築
物の容積率の最高限度については、最大で１０分の３５（天神ビッグバンボーナ
ス認定を受けた建築物については、さらに１０分の５を加えた数値とする。）を前
項に掲げる数値に加えた数値とする。 

ただし、敷地面積が１０００㎡未満の建築物にあっては、建築物の容積率の最高
限度は１０分の１００とする。（この地区計画の告示があった日において、現に建築
物の敷地として使用されている１０００㎡未満の土地について、その全部を一の敷
地として使用するものを除く。）

壁面の位置の 
制限 

１ 計画図に示す広場Ｑ、Ｒ、Ｓ及びＴの区域には、建築物の壁若しくはこれに代わ
る柱の面又は建築物に付属する門若しくはへいを建築してはならない。 

ただし、当該広場の床面（屋外の 1 階部分に設置されるものにあっては、地盤
面）からの高さが５ｍを超える建築物の部分及びこれを支える柱で広場の利用上
支障がないもの並びに階段等については、この限りではない。 

２ 計画図に示す位置においては、敷地境界線から建築物の外壁若しくはこれに代
わる柱の面又は建築物に附属する門若しくはへいまでの距離の最低限度は、４ｍ、
２ｍ又は１ｍとする。 

ただし、歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、歩行者の利便
に供するものはこの限りではない。 

建築物等の 
形態又は意匠の

制限 

都心にふさわしい良好な都市景観の形成を図るため、建築物の屋根及び外壁又は
これに代わる柱の面は、周辺の環境と調和するよう、形態、意匠及び色彩に配慮する
ものとする。 

天神一丁目北ブロック（天神通線沿道）

面 積 約 ３．１ha 

地 
区 
整 
備 
計 
画 

地区施設の配
置及び規模 

広場 

名 称 面 積 摘 要 

広場Ｕ 約１００㎡ 地上部 

広場ク 約１００㎡ 地上部 

地 
区 
整 
備 
計 
画 

地区施設の配
置及び規模 

その他の 
公共空地 

名 称 幅員 延長 摘 要 

歩行者用通路４号 ３ｍ 約４５ｍ 地上部 

名 称 幅員 面積 摘 要 

緑地Ａ ３ｍ 約２５０㎡ 地上部 

地区
の区
分 

名称 
14 番街区 15・16 番街区 

高度利用ゾーン西 高度利用ゾーン東 神社ゾーン 
公共施設 
ゾーン 

面積 約 ０．６ha 約 １．４ha 約 ０．３ha 約 ０．８ha 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限

建築をしてはならない建築物は、次に掲げるものとす
る。 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律第２条第１項及び第６項に掲げる用途に供する
建築物 

２ 建築物の最上階及びその直下階以外の部分を建築

基準法別表第２(い)項第１号から第３号までに掲

げる用途に供する建築物 

３ 建築基準法別表第２（へ）項第２号に掲げる工場 
４ 建築基準法別表第２（と）項第３号に掲げる工場 

なお、建築物の低層部には、都心部の機能強化に資す
る集客・交流・創造等の機能を担い、沿道のにぎわい創出
に資する用途の導入に努めるものとする。 

建築するこ
とができる建
築物は、次に掲
げるものとす
る。 

１ 神社 
２ 前号の建 

築物に附
属するも
の 

― 

建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度

１ 建築物の容積率の最高
限度は、１０分の８５とす
る。 

２ 地区計画の区域の整
備・開発及び保全に関す
る方針の誘導方針（努力
項目）に該当する整備を
行う建築物で、かつ、都
心部の機能強化と魅力づ
くりに資する建築物の容
積率の最高限度について
は、最大で１０分の３５
（天神ビッグバンボーナ
ス認定を受けた建築物に
ついては、さらに１０分
の５を加えた数値とす
る。）を前項に掲げる数値
に加えた数値とする。

ただし、敷地面積が１０
００㎡未満の建築物にあっ
ては、建築物の容積率の最
高限度は１０分の１００と
する。（この地区計画の告示
があった日において、現に
建築物の敷地として使用さ
れている１０００㎡未満の
土地について、その全部を
一の敷地として使用するも
のを除く。） 

１ 建築物の容積率の最高
限度は、１０分の８０とす
る。 

２ 地区計画の区域の整
備・開発及び保全に関す
る方針の誘導方針（努力
項目）に該当する整備を
行う建築物で、かつ、都心
部の機能強化と魅力づく
りに資する建築物の容積
率の最高限度について
は、最大で１０分の３５
（天神ビッグバンボーナ
ス認定を受けた建築物に
ついては、さらに１０分
の５を加えた数値とす
る。）を前項に掲げる数値
に加えた数値とする。

ただし、敷地面積が１０
００㎡未満の建築物にあっ
ては、建築物の容積率の最
高限度は１０分の１００と
する。（この地区計画の告示
があった日において、現に
建築物の敷地として使用さ
れている１０００㎡未満の
土地について、その全部を
一の敷地として使用するも
のを除く。） 

１０分の６０ ― 

-13-



地

区

整

備

計

画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建
築
物
の

容
積
率
の

最
低
限
度

― １０分の３０ １０分の１ ― 

建
築
物
の

建
蔽
率
の

最
高
限
度

― １０分の８ ― 

建
築
物
の

建
築
面
積
の

最
低
限
度

― ２００㎡ １００㎡ ― 

壁
面
の
位
置
の
制
限

１ 計画図に示す広場Ｕ、Ｖ、Ｗ、ク、ケ、コ、サ及びシ、歩行者用通路
４号、Ｆ、緑道Ａ、緑地Ａの区域には、建築物の壁若しくはこれに代わ
る柱の面又は建築物に付属する門若しくはへい（広場サ及び緑地Ａにあ
っては、神社に関する工作物等を除く）を建築してはならない。 

ただし、当該広場、歩行者用通路又は緑道の床面（屋外の 1階部分に
設置されるものにあっては、地盤面）からの高さが地上部にあっては１
０ｍ（広場Ｕ、Ｖ、サ及び歩行者用通路４号並びに緑道Ａ）又は５ｍ（広
場ク及びケ）、地下部にあっては２.５ｍを超える建築物の部分及びこれ
を支える柱で広場の利用上又は歩行者の通行上支障がないもの並びに
階段等については、この限りではない。 

２ 計画図に示す位置においては、敷地境界線から建築物の外壁若しくは
これに代わる柱の面又は建築物に附属する門若しくはへいまでの距離
の最低限度は、８ｍ（地盤面からの高さが１０ｍを超える建築物の部分
及びこれを支える柱で歩行者の通行上支障がないもの並びに階段等に
あっては２ｍ）、３ｍ又は２ｍとする。 
 ただし、歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、歩行
者の利便に供するものはこの限りではない。 

― 

建
築
物
等
の

高
さ
の

最
高
限
度

― ― ２０ｍ ― 

建
築
物
等
の

形
態
又
は

意
匠
の
制
限

 都心にふさわしい良好な都市景観の形成を図るため、建築物の屋根及び
外壁又はこれに代わる柱の面は、周辺の環境と調和するよう、形態、意匠
及び色彩に配慮するものとする。 

― 

天神二丁目北ブロック 

面 積 約 ２．９ha 

地

区

整

備

計

画

地区施設の 
配置及び規模 

広場 

名 称 面 積 摘 要 

広場エ 約５００㎡ 地上部 

広場オ 約１００㎡ 地上部 
地下通路の交差部に接続す

る地下部から地上部への階

段等の出入口施設を含む。

（ただし、広場の面積には、

出入口施設の面積を算入し

ないものとする。） 
広場カ 約１００㎡ 地下部 

広場キ 約１００㎡ 地上部 

地

区

整

備

計

画

地区施設の 
配置及び規模 

その他の 
公共空地 

名 称 幅員 延長 摘 要 

歩行者用通路５号 ４ｍ 約３５ｍ 地上部 

地区の 
区分 

名称 12・13 番街区 14 番街区 

面積 約１．５ha 約１．４ha 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の用途
の制限 

建築をしてはならない建築物は、次に掲げるものとする。 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項及び第６項
に掲げる用途に供する建築物 

２ 建築物の最上階及びその直下階以外の部分を建築基準法別表第２(い)項第１

号から第３号までに掲げる用途に供する建築物 

３ 建築基準法別表第２（へ）項第２号に掲げる工場 
４ 建築基準法別表第２（と）項第３号に掲げる工場 

なお、建築物の低層部には、都心部の機能強化に資する集客・交流・創造等の機能
を担い、沿道のにぎわい創出に資する用途の導入に努めるものとする。 

建築物の 
容積率の 
最高限度 

１ 建築物の容積率の最高限度は、１０
分の９５とする。 

２ 地区計画の区域の整備・開発及び保
全に関する方針の誘導方針（努力項目）
に該当する整備を行う建築物で、かつ、
都心部の機能強化と魅力づくりに資す
る建築物の容積率の最高限度について
は、最大で１０分の４０（天神ビッグ
バンボーナス認定を受けた建築物につ
いては、さらに１０分の５を加えた数
値とする。）を前項に掲げる数値に加え
た数値とする。 

ただし、敷地面積が１０００㎡未満の
建築物にあっては、建築物の容積率の最
高限度は１０分の１００とする。（この地
区計画の告示があった日において、現に
建築物の敷地として使用されている１０
００㎡未満の土地について、その全部を
一の敷地として使用するものを除く。）

１ 建築物の容積率の最高限度は、１０
分の９０とする。 

２ 地区計画の区域の整備・開発及び保
全に関する方針の誘導方針（努力項目）
に該当する整備を行う建築物で、かつ、
都心部の機能強化と魅力づくりに資す
る建築物の容積率の最高限度について
は、最大で１０分の３５（天神ビッグ
バンボーナス認定を受けた建築物につ
いては、さらに１０分の５を加えた数
値とする。）を前項に掲げる数値に加え
た数値とする。 

ただし、敷地面積が１０００㎡未満の
建築物にあっては、建築物の容積率の最
高限度は１０分の１００とする。（この地
区計画の告示があった日において、現に
建築物の敷地として使用されている１０
００㎡未満の土地について、その全部を
一の敷地として使用するものを除く。）

壁面の位置の 
制限 

１ 計画図に示す広場Ｘ、Ｙ、Ｚ、ア、イ、ウ、エ、オ、カ及びキ並びに歩行者用通
路Ｄ、Ｅ及び５号の区域には、建築物の壁若しくはこれに代わる柱の面又は建築
物に付属する門若しくはへいを建築してはならない。 

ただし、当該広場又は歩行者用通路の床面（屋外の 1 階部分に設置されるもの
にあっては、地盤面）からの高さが地上部にあっては１０ｍ（広場イ及びエ）又は
５ｍ（広場Ｘ、Ｚ、オ及びキ並びに歩行者用通路５号）、地下部にあっては２.５ｍ
を超える建築物の部分及びこれを支える柱で広場の利用上又は歩行者の通行上支
障がないもの並びに階段等については、この限りではない。 

２ 計画図に示す位置においては、敷地境界線から建築物の外壁若しくはこれに代
わる柱の面又は建築物に附属する門若しくはへいまでの距離の最低限度は、２ｍ
とする。 
ただし、歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、歩行者の利便に
供するものはこの限りではない。 

建築物等の 
形態又は意匠の

制限 

都心にふさわしい良好な都市景観の形成を図るため、建築物の屋根及び外壁又は
これに代わる柱の面は、周辺の環境と調和するよう、形態、意匠及び色彩に配慮する
ものとする。 
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地

区

整

備

計

画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建
築
物
の

容
積
率
の

最
低
限
度

― １０分の３０ １０分の１ ― 

建
築
物
の

建
蔽
率
の

最
高
限
度

― １０分の８ ― 

建
築
物
の

建
築
面
積
の

最
低
限
度

― ２００㎡ １００㎡ ― 

壁
面
の
位
置
の
制
限

１ 計画図に示す広場Ｕ、Ｖ、Ｗ、ク、ケ、コ、サ及びシ、歩行者用通路
４号、Ｆ、緑道Ａ、緑地Ａの区域には、建築物の壁若しくはこれに代わ
る柱の面又は建築物に付属する門若しくはへい（広場サ及び緑地Ａにあ
っては、神社に関する工作物等を除く）を建築してはならない。 

ただし、当該広場、歩行者用通路又は緑道の床面（屋外の 1階部分に
設置されるものにあっては、地盤面）からの高さが地上部にあっては１
０ｍ（広場Ｕ、Ｖ、サ及び歩行者用通路４号並びに緑道Ａ）又は５ｍ（広
場ク及びケ）、地下部にあっては２.５ｍを超える建築物の部分及びこれ
を支える柱で広場の利用上又は歩行者の通行上支障がないもの並びに
階段等については、この限りではない。 

２ 計画図に示す位置においては、敷地境界線から建築物の外壁若しくは
これに代わる柱の面又は建築物に附属する門若しくはへいまでの距離
の最低限度は、８ｍ（地盤面からの高さが１０ｍを超える建築物の部分
及びこれを支える柱で歩行者の通行上支障がないもの並びに階段等に
あっては２ｍ）、３ｍ又は２ｍとする。 

ただし、歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、歩行
者の利便に供するものはこの限りではない。 

― 

建
築
物
等
の

高
さ
の

最
高
限
度

― ― ２０ｍ ― 

建
築
物
等
の

形
態
又
は

意
匠
の
制
限

都心にふさわしい良好な都市景観の形成を図るため、建築物の屋根及び
外壁又はこれに代わる柱の面は、周辺の環境と調和するよう、形態、意匠
及び色彩に配慮するものとする。 

― 

天神二丁目北ブロック

面 積 約 ２．９ha 

地

区

整

備

計

画

地区施設の 
配置及び規模 

広場 

名 称 面 積 摘 要 

広場エ 約５００㎡ 地上部 

広場オ 約１００㎡ 地上部 
地下通路の交差部に接続す

る地下部から地上部への階

段等の出入口施設を含む。

（ただし、広場の面積には、

出入口施設の面積を算入し

ないものとする。）
広場カ 約１００㎡ 地下部 

広場キ 約１００㎡ 地上部 

地

区

整

備

計

画

地区施設の 
配置及び規模 

その他の 
公共空地 

名 称 幅員 延長 摘 要 

歩行者用通路５号 ４ｍ 約３５ｍ 地上部 

地区の 
区分 

名称 12・13 番街区 14 番街区 

面積 約１．５ha 約１．４ha 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の用途
の制限 

建築をしてはならない建築物は、次に掲げるものとする。 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項及び第６項
に掲げる用途に供する建築物 

２ 建築物の最上階及びその直下階以外の部分を建築基準法別表第２(い)項第１

号から第３号までに掲げる用途に供する建築物 

３ 建築基準法別表第２（へ）項第２号に掲げる工場 
４ 建築基準法別表第２（と）項第３号に掲げる工場 

なお、建築物の低層部には、都心部の機能強化に資する集客・交流・創造等の機能
を担い、沿道のにぎわい創出に資する用途の導入に努めるものとする。 

建築物の 
容積率の 
最高限度 

１ 建築物の容積率の最高限度は、１０
分の９５とする。 

２ 地区計画の区域の整備・開発及び保
全に関する方針の誘導方針（努力項目）
に該当する整備を行う建築物で、かつ、
都心部の機能強化と魅力づくりに資す
る建築物の容積率の最高限度について
は、最大で１０分の４０（天神ビッグ
バンボーナス認定を受けた建築物につ
いては、さらに１０分の５を加えた数
値とする。）を前項に掲げる数値に加え
た数値とする。 

ただし、敷地面積が１０００㎡未満の
建築物にあっては、建築物の容積率の最
高限度は１０分の１００とする。（この地
区計画の告示があった日において、現に
建築物の敷地として使用されている１０
００㎡未満の土地について、その全部を
一の敷地として使用するものを除く。） 

１ 建築物の容積率の最高限度は、１０
分の９０とする。 

２ 地区計画の区域の整備・開発及び保
全に関する方針の誘導方針（努力項目）
に該当する整備を行う建築物で、かつ、
都心部の機能強化と魅力づくりに資す
る建築物の容積率の最高限度について
は、最大で１０分の３５（天神ビッグ
バンボーナス認定を受けた建築物につ
いては、さらに１０分の５を加えた数
値とする。）を前項に掲げる数値に加え
た数値とする。 

ただし、敷地面積が１０００㎡未満の
建築物にあっては、建築物の容積率の最
高限度は１０分の１００とする。（この地
区計画の告示があった日において、現に
建築物の敷地として使用されている１０
００㎡未満の土地について、その全部を
一の敷地として使用するものを除く。） 

壁面の位置の 
制限 

１ 計画図に示す広場Ｘ、Ｙ、Ｚ、ア、イ、ウ、エ、オ、カ及びキ並びに歩行者用通
路Ｄ、Ｅ及び５号の区域には、建築物の壁若しくはこれに代わる柱の面又は建築
物に付属する門若しくはへいを建築してはならない。 
 ただし、当該広場又は歩行者用通路の床面（屋外の 1 階部分に設置されるもの
にあっては、地盤面）からの高さが地上部にあっては１０ｍ（広場イ及びエ）又は
５ｍ（広場Ｘ、Ｚ、オ及びキ並びに歩行者用通路５号）、地下部にあっては２.５ｍ
を超える建築物の部分及びこれを支える柱で広場の利用上又は歩行者の通行上支
障がないもの並びに階段等については、この限りではない。 

２ 計画図に示す位置においては、敷地境界線から建築物の外壁若しくはこれに代
わる柱の面又は建築物に附属する門若しくはへいまでの距離の最低限度は、２ｍ
とする。 
ただし、歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、歩行者の利便に
供するものはこの限りではない。 

建築物等の 
形態又は意匠の

制限 

 都心にふさわしい良好な都市景観の形成を図るため、建築物の屋根及び外壁又は
これに代わる柱の面は、周辺の環境と調和するよう、形態、意匠及び色彩に配慮する
ものとする。 
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天神二丁目南ブロック（駅前東西街区） 

面 積 約 ２．２ha 

地

区

整

備

計

画

地区施設の 
配置及び規模 

広場 

名 称 面 積 摘 要 

広場タ 約１００㎡ 地上部 
地下鉄天神駅に接続する地

下部から地上部への階段等

の出入口施設を含む 

（ただし、広場の面積には、

出入口施設の面積を算入し

ないものとする） 

広場チ 約１００㎡ 地下部 

広場ツ 約１００㎡ 地上部 
地下通路に接続する地下部

から地上部、上空通路に接続

する地上２階から地上部へ

の階段等の出入口施設を含

む 

（ただし、広場の面積には、

出入口施設の面積を算入し

ないものとする） 

広場テ 約１００㎡ 地下部 

広場ト 約１００㎡ 地上２階 

広場ナ 約１００㎡ 地上部 

その他の 
公共空地 

名 称 幅員 延長 摘 要 

歩行者用通路６号 ４ｍ 約７０ｍ 地上２階 

地区の 
区分 

名称 高度利用ゾーン西街区 高度利用ゾーン東街区 公共施設ゾーン 

面積 約０．７ha 約１．３ha 約０．２ha 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の用途
の制限 

建築をしてはならない建築物は、次に掲げるものとする。 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１
項及び第６項に掲げる用途に供する建築物 

２ 建築物の最上階及びその直下階以外の部分を建築基準法別表第

２(い)項第１号から第３号までに掲げる用途に供する建築物 

３ 建築基準法別表第２（へ）項第２号に掲げる工場 
４ 建築基準法別表第２（と）項第３号に掲げる工場 
なお、建築物の低層部には、都心部の機能強化に資する集客・交流・

創造等の機能を担い、沿道のにぎわい創出に資する用途の導入に努め
るものとする。 

― 

建築物の 
容積率の 
最高限度 

１ 建築物の容積率の最高限度
は、１０分の９０とする。 

２ 地区計画の区域の整備・開発
及び保全に関する方針の誘導方
針（努力項目）に該当する整備
を行う建築物で、かつ、都心部
の機能強化と魅力づくりに資す
る建築物の容積率の最高限度に
ついては、最大で１０分の４０
（天神ビッグバンボーナス認定
を受けた建築物については、さ
らに１０分の５を加えた数値と
する。）を前項に掲げる数値に
加えた数値とする。 

ただし、敷地面積が１０００㎡
未満の建築物にあっては、建築物
の容積率の最高限度は１０分の１
００とする。（この地区計画の告
示があった日において、現に建築
物の敷地として使用されている１
０００㎡未満の土地について、そ
の全部を一の敷地として使用する
ものを除く。） 

１ 建築物の容積率の最高限度
は、１０分の１００とする。 

２ 地区計画の区域の整備・開発
及び保全に関する方針の誘導方
針（努力項目）に該当する整備
を行う建築物で、かつ、都心部
の機能強化と魅力づくりに資す
る建築物の容積率の最高限度に
ついては、最大で１０分の５０
（天神ビッグバンボーナス認定
を受けた建築物については、さ
らに１０分の５を加えた数値と
する。）を前項に掲げる数値に
加えた数値とする。 

ただし、敷地面積が１０００㎡
未満の建築物にあっては、建築物
の容積率の最高限度は１０分の１
１０とする。（この地区計画の告
示があった日において、現に建築
物の敷地として使用されている１
０００㎡未満の土地について、そ
の全部を一の敷地として使用する
ものを除く。） 

― 

地

区

整

備

計

画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の 
容積率の 
最低限度 

１０分の３０ １０分の３０ ― 

建築物の 
建蔽率の 
最高限度 

１０分の８ １０分の８ ― 

建築物の 
建築面積の 
最低限度 

２００㎡ ２００㎡ ― 

壁面の位置の 
制限 

１ 計画図に示す広場ス、セ、ソ、タ、チ、ツ、テ、ト及びナ並びに歩
行者用通路Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ及び６号の区域には、建築物の壁若しくは
これに代わる柱の面又は建築物に付属する門若しくはへいを建築し
てはならない。 

ただし、当該広場の床面（屋外の 1 階部分に設置されるものにあ
っては、地盤面）からの高さが５ｍ（広場タ、ツ及びナ）又は２．５
ｍ（広場ス、セ、ソ、チ、テ及びト並びに歩行者用通路Ｇ、Ｈ、Ｉ、
Ｊ及び６号）を超える建築物の部分及びこれを支える柱で広場の利
用上又は歩行者の通行上支障がないもの並びに階段等については、
この限りではない。 

２ 計画図に示す位置においては、敷地境界線から建築物の外壁若しく
はこれに代わる柱の面又は建築物に附属する門若しくはへいまでの
距離の最低限度は、３ｍ、２ｍ（市道天神２２号線においては、地盤
面からの高さが２．５ｍを超える建築物の部分にあっては０．５ｍ）
又は１ｍとする。 

ただし、歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、歩
行者の利便に供するものはこの限りではない。 

― 

建築物等の 
形態又は意匠の

制限 

都心にふさわしい良好な都市景観の形成を図るため、建築物の屋根
及び外壁又はこれに代わる柱の面は、周辺の環境と調和するよう、形
態、意匠及び色彩に配慮するものとする。 

― 

「地区計画、再開発等促進区及び地区整備計画の区域、主要な公共施設の配置及び規模、地区施設の配置及び規

模、並びに壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 

理 由 

当地区は、福岡を代表する業務・商業地区であり、国際的な都市間競争の激化や建築物の更新期を迎える中で、

業務機能の強化や多様な機能の導入、歩行者ネットワークの強化、風格ある景観形成等が課題となっている。この

たび、都心部の都市機能の強化や魅力あるまちづくりを推進するため、本案のとおり変更する。 
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天神二丁目南ブロック（駅前東西街区）

面 積 約 ２．２ha 

地

区

整

備

計

画

地区施設の 
配置及び規模 

広場 

名 称 面 積 摘 要 

広場タ 約１００㎡ 地上部 
地下鉄天神駅に接続する地

下部から地上部への階段等

の出入口施設を含む 

（ただし、広場の面積には、

出入口施設の面積を算入し

ないものとする） 

広場チ 約１００㎡ 地下部 

広場ツ 約１００㎡ 地上部 
地下通路に接続する地下部

から地上部、上空通路に接続

する地上２階から地上部へ

の階段等の出入口施設を含

む 

（ただし、広場の面積には、

出入口施設の面積を算入し

ないものとする） 

広場テ 約１００㎡ 地下部 

広場ト 約１００㎡ 地上２階 

広場ナ 約１００㎡ 地上部 

その他の 
公共空地 

名 称 幅員 延長 摘 要 

歩行者用通路６号 ４ｍ 約７０ｍ 地上２階 

地区の 
区分 

名称 高度利用ゾーン西街区 高度利用ゾーン東街区 公共施設ゾーン 

面積 約０．７ha 約１．３ha 約０．２ha 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の用途
の制限 

建築をしてはならない建築物は、次に掲げるものとする。 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１
項及び第６項に掲げる用途に供する建築物 

２ 建築物の最上階及びその直下階以外の部分を建築基準法別表第

２(い)項第１号から第３号までに掲げる用途に供する建築物 

３ 建築基準法別表第２（へ）項第２号に掲げる工場 
４ 建築基準法別表第２（と）項第３号に掲げる工場 
なお、建築物の低層部には、都心部の機能強化に資する集客・交流・

創造等の機能を担い、沿道のにぎわい創出に資する用途の導入に努め
るものとする。 

― 

建築物の 
容積率の 
最高限度 

１ 建築物の容積率の最高限度
は、１０分の９０とする。 

２ 地区計画の区域の整備・開発
及び保全に関する方針の誘導方
針（努力項目）に該当する整備
を行う建築物で、かつ、都心部
の機能強化と魅力づくりに資す
る建築物の容積率の最高限度に
ついては、最大で１０分の４０
（天神ビッグバンボーナス認定
を受けた建築物については、さ
らに１０分の５を加えた数値と
する。）を前項に掲げる数値に
加えた数値とする。 

ただし、敷地面積が１０００㎡
未満の建築物にあっては、建築物
の容積率の最高限度は１０分の１
００とする。（この地区計画の告
示があった日において、現に建築
物の敷地として使用されている１
０００㎡未満の土地について、そ
の全部を一の敷地として使用する
ものを除く。）

１ 建築物の容積率の最高限度
は、１０分の１００とする。 

２ 地区計画の区域の整備・開発
及び保全に関する方針の誘導方
針（努力項目）に該当する整備
を行う建築物で、かつ、都心部
の機能強化と魅力づくりに資す
る建築物の容積率の最高限度に
ついては、最大で１０分の５０
（天神ビッグバンボーナス認定
を受けた建築物については、さ
らに１０分の５を加えた数値と
する。）を前項に掲げる数値に
加えた数値とする。 

ただし、敷地面積が１０００㎡
未満の建築物にあっては、建築物
の容積率の最高限度は１０分の１
１０とする。（この地区計画の告
示があった日において、現に建築
物の敷地として使用されている１
０００㎡未満の土地について、そ
の全部を一の敷地として使用する
ものを除く。）

― 

地

区

整

備

計

画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の 
容積率の 
最低限度 

１０分の３０ １０分の３０ ― 

建築物の 
建蔽率の 
最高限度 

１０分の８ １０分の８ ― 

建築物の 
建築面積の 
最低限度 

２００㎡ ２００㎡ ― 

壁面の位置の 
制限 

１ 計画図に示す広場ス、セ、ソ、タ、チ、ツ、テ、ト及びナ並びに歩
行者用通路Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ及び６号の区域には、建築物の壁若しくは
これに代わる柱の面又は建築物に付属する門若しくはへいを建築し
てはならない。 
 ただし、当該広場の床面（屋外の 1 階部分に設置されるものにあ
っては、地盤面）からの高さが５ｍ（広場タ、ツ及びナ）又は２．５
ｍ（広場ス、セ、ソ、チ、テ及びト並びに歩行者用通路Ｇ、Ｈ、Ｉ、
Ｊ及び６号）を超える建築物の部分及びこれを支える柱で広場の利
用上又は歩行者の通行上支障がないもの並びに階段等については、
この限りではない。 

２ 計画図に示す位置においては、敷地境界線から建築物の外壁若しく
はこれに代わる柱の面又は建築物に附属する門若しくはへいまでの
距離の最低限度は、３ｍ、２ｍ（市道天神２２号線においては、地盤
面からの高さが２．５ｍを超える建築物の部分にあっては０．５ｍ）
又は１ｍとする。 
 ただし、歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、歩
行者の利便に供するものはこの限りではない。 

― 

建築物等の 
形態又は意匠の

制限 

都心にふさわしい良好な都市景観の形成を図るため、建築物の屋根
及び外壁又はこれに代わる柱の面は、周辺の環境と調和するよう、形
態、意匠及び色彩に配慮するものとする。 

― 

「地区計画、再開発等促進区及び地区整備計画の区域、主要な公共施設の配置及び規模、地区施設の配置及び規

模、並びに壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 

理 由 

当地区は、福岡を代表する業務・商業地区であり、国際的な都市間競争の激化や建築物の更新期を迎える中で、

業務機能の強化や多様な機能の導入、歩行者ネットワークの強化、風格ある景観形成等が課題となっている。この

たび、都心部の都市機能の強化や魅力あるまちづくりを推進するため、本案のとおり変更する。 
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（２）福岡広域都市計画第一種市街地再開発事業の決定（福岡市決定）

福岡広域都市計画天神二丁目南ブロック駅前西街区第一種市街地再開発事業を次のように決定する。 

名  称 天神二丁目南ブロック駅前西街区第一種市街地再開発事業 

面  積 約 0.7 ha 

公共施設の 

配置及び 

規模 

道路 

種 別 名 称 幅 員 延 長 備 考 

区画道路 

天神 15 号線 
約 12ｍ 

（約 6ｍ） 
約 70ｍ 

整備済み 

幅員の（ ）内は区域内分 

天神 22 号線 
約 11.5ｍ 

（約 5.75ｍ） 
約 100ｍ 

整備済み 

幅員の（ ）内は区域内分 

天神 23 号線 
約 4ｍ 

（約 4ｍ・約 2ｍ） 
約 90ｍ 

一部整備 

幅員の（ ）内は区域内分 

特殊街路 
8・7・1-23 

天神地下道 16 号線 

別に都市計画において 

定めるとおり 
新設 

公園 

及び 

緑地 

種 別 名 称 規 模 備 考 

－ － － － 

建築物の 

整備に 

関する計画 

街区 

番号 

建築物 敷地面積に対する 

主要用途 備考 
建築面積 延べ面積 

建築面積 

の割合 

延べ面積 

の割合 

1 約 4,900 ㎡ 

約 88,000 ㎡ 

（容積対象面積 

約 80,000 ㎡） 

約 8/10 約 135/10 

店舗、事務所、 

文化・情報発信、 

駐車場 等 

－ 

建築敷地の 

整備に 

関する計画 

街区 

番号 
建築敷地面積 整備計画 

1 約 5,900 ㎡ － 

参考 地区計画区域内にあり。 

「施行区域、公共施設の配置及び街区の配置は計画図表示の通り。」 

理由：公共施設の整備と併せて、土地の合理的利用及び都市機能の更新を図るため、市街地の計画的な再開発を行うもの。 
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